
議案第９２号 

 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月１９日 

 

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一 

 

（説明） 

青梅市国民健康保険事業における財政の安定化を図るため、国民健康保

険税の税率等を改定したいので、この条例案を提出いたします。  
 

 

 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 青梅市国民健康保険税条例（平成１０年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項中「１００分の５．７０」を「１００分の５．８０」に改

める。 

第４条中「２６，６００円」を「２９，９００円」に改める。 

第５条中「１００分の１.８０」を「１００分の１．８５」に改める。 

第６条中「９，６００円」を「１０，２００円」に改める。 

第８条中「９，８００円」を「１０，５００円」に改める。 

第２０条第１号ア中「１８，６２０円」を「２０，９３０円」に改め、

同 号 イ 中 「 ６ ， ７ ２ ０ 円 」 を 「 ７ ， １ ４ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中       

「 ６ , ８ ６ ０ 円 」 を 「 ７ ， ３ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 ア 中        

「 １ ３ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 １ ４ ， ９ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中        

「４，８００円」を「５，１００円」に改め、同号ウ中「４,９００円」を

「 ５ ， ２ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 ア 中 「 ５ ， ３ ２ ０ 円 」 を       

「５，９８０円」に改め、同号イ中「１，９２０円」を「２，０４０円」



に改め、同号ウ中「１,９６０円」を「２，１００円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の青梅市国民健康保険税条例の規定は、令和２

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 


